
１　情報公開制度について

(１)開示請求件数

※申出…平成14年3月31日以前の情報

(２)実施機関ごとの開示請求に関する処理状況

（単位：件）

(３)不服申立ての状況

不服申し立てはありませんでした。
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　総務課
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平成26年度　情報公開・個人情報保護制度の運用状況

芝山町

　情報公開は、町政に関する透明性を確保するために始まった制度です。情報公開制度では、毎
年制度の実施状況について公表することになっています。なお、平成26年4月1日から平成27年3月
31日までの公文書についての開示請求等の実施状況は次のとおりです。
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1　（４）開示請求の処理状況一覧

平成26年度
受付
番号

請求年月日
請求
件数

請求に係る公文書の件名又は内容 所管課等
決定期間
満了日

決定年月日 決定内容 非開示理由 備考

1 H26.9.10 1 １．教科用図書選定協議会会議録（Ｈ26年7
月～8月）

教育課（学校教育
係）

H26.9.25 H26.9.11 開示 －

2 H26.9.10 2 1.平成14年分　家屋評価調書
2.平成２１年度　家屋評価再建築費評点表

町民税務課（課税
係）

H26.9.25 H26.9.22 部分開示 第7条第2号（資
格、氏名）「1.平成
14年分　家屋評価

3 H26.9.18 1 1.平成27年度用小学校教科用図書選定に
関する資料（音楽科に関する部分のみ）一式
（平成26年度小学校採択協議会資料）

教育課（学校教育
係）

H26.10.3 H26.10.1 部分開示 第7条第3号（法人
に関する情報）

4 H26.10.2 1 1.平成26年度振込の環境整備費（各地区
分）

総務課（空港地域
振興係）

H26.10.17 H26.10.9 開示 －

5 H26.10.9 1 1.平成２７年度用小学校教科書採択に関わ
る、協議会議事録、協議会委員名簿、調査
委員名簿及び調査研究資料（社会、図工、

教育課（学校教育
係）

H26.10.24 H26.10.23 部分開示 第7条第3号（法人
に関する情報）

6 H26.10.20 1 1.町で契約している損害保険及び共済契約
のそれぞれ保障内容及び保険料
（自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責
任保険等、自賠責を除く。Ｈ26.10.14現在で
有効な契約）

総務課（契約管財
係）

H26.11.3 H26.10.30 取下げ －

7 H26.10.21 1 平成２７年度用小学校教科書選定に関する
資料一式

教育課（学校教育
係）

H26.11.4 H26.10.31 開示 －

8 H26.10.31 1 平成２７年度用小学校教科書採択関連資料
（山武地区）一式

教育課（学校教育
係）

H26.11.14 H26.11.14 開示 －



２　個人情報保護制度について

(１)保有する個人情報取扱事務の件数

(２)実施機関ごとの個人情報取扱事務の件数

（単位：件）

町長 23 21 433

4 2 65

3 1 13

0 0 36

1 0 3

0 0 0

0 0 7

0 1 6

0 5 61

0 1 13

0 0 32

0 3 0

0 0 5

0 1 3

0 0 8

13 7 147

3 5 45

3 0 34

4 0 42

1 2 20

2 0 6

6 7 157

0 0 3

0 0 15

0 0 44

5 0 25

0 0 11

1 5 35

0 2 24

　個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の取扱についての基本的ルールを定めており、ま
た、個人情報の自己のコントロール権を認めて個人情報の権利利益を保護するために始まった制
度です。個人情報保護制度では、毎年制度の運用状況について公表することになっています。な
お、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの個人情報についての開示請求等の運用の状況は
次のとおりです。

町民税務課

新規
事務

廃止
事務

取扱
件数

企画政策係

行政係

課税係

地籍調査係

まちづくり課

都市計画係

下水道係

農政係

産業振興係

実施機関

総務課

国保診療所

平27.4.1現在

件数

524件

生活環境係

収税係

課税・収税係

介護保険係

保健衛生係

福祉係

子育て支援係

福祉保健課

戸籍係

国保年金係

情報管理係

財政係

契約管財係

空港地域振興係

道路建設係

保育所



0 0 3
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0 1 30
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0 0 0

0 0 7

0 0 0

1 1 5

24 23 524

(３)個人情報の開示請求等件数

自己情報に関する開示、訂正、利用停止の請求はありませんでした。

(４)不服申立ての状況

不服申し立てはありませんでした。

固定資産評価審査委員会

農業委員会

議会

教育委員会

選挙管理委員会

合計

監査委員

出納室

給食センター

学校教育係

社会教育係

公民館

教育課


